
第

百

七

十

九

号

令

和

三

年

二

月

十

九

日

(

金
曜
日)

目

次

公

示

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

公
共
建
築
課)

七
五
ペ
ー
ジ

公

示

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
二
月
十
九
日



岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
五

五
号
の
三

平
成
二
九
・

九
・

五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
四
四
号
の
二
五

平
成
三
一
・
三
・
二
七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
二
四
号
の
一
五

令
和
二
・
一
一
・
一
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
五
号
の
五

令
和

二
・
一
〇
・
一
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
二
四
号
の
二
六

令
和
三
・

一
・
一
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

二
六
号
の
五

令
和

二
・

四
・

七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
二
四
号
の
一
八

令
和
二
・
一
〇
・
二
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
三
号
の
七

令
和

二
・

九
・
一
七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
二
四
号
の
二
七

令
和
三
・

一
・
一
八

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

養
老
郡
養
老
町
大
跡
字
番
戸
五
六
一
番

外
五
〇
筆
及
び
養
老
町

所
管
法
定
外
公
共
物(

道
路
及
び
水
路)

羽
島
郡
笠
松
町
字
月
美
町
三
九
番
二
、
四
〇
番
一
及
び
四
〇
番
二

(
第
一
工
区)

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
字
黍
島
五
二
六
番

瑞
穂
市
祖
父
江
字
伯
母
塚
中
二
八
一
番
一
及
び
二
八
二
番
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
中
津
川
市
千
旦
林
一
番
地
一
五

株
式
会
社
サ
ラ
ダ
コ
ス
モ

代
表
取
締
役

中

田

智

洋

岐
阜
県
羽
島
郡
笠
松
町
緑
町
一
四
五
番
地

株
式
会
社
新
東
工
機

代
表
取
締
役

佐

野

宗

寿

愛
知
県
丹
羽
郡
扶
桑
町
大
字
高
雄
字
天
道
一
〇
四
番
地

有
限
会
社
千
竹
地
所

代
表
取
締
役

千

田

一

光

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
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和
三
年
二
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


